
　総
合
計
画
と
は
？

・市民アンケート　　　　　　　※H28実施
・やつしろまちづくりカフェ　　※H28実施
・中学生アンケート　　　　　　※H28実施
・各種団体ヒアリング　　　　　※H28実施
・パブリックコメント　　　※H29実施予定
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市議会策定審議会

庁内組織の
各委員会

基本構想
（８年間）

H30〜 H37年度

基本計画
（４年毎に見直し）

　
本
市
で
は
、
平
成
20
年
３
月
に
、
合
併
後
最
初
の

総
合
計
画
と
な
る
「
八
代
市
総
合
計
画
」
を
策
定
し

ま
し
た
。
こ
の
計
画
は
、
市
政
に
お
い
て
最
上
位
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
総
合
的
な
計
画
と
し
て
、
各
種
施

策
と
事
業
の
指
針
と
し
て
き
ま
し
た
が
、
平
成
29
年

度
を
も
っ
て
計
画
期
間
が
終
了
と
な
り
ま
す
。

　
総
合
計
画
は
、
今
後
の
市
の
進
む
べ
き
方
向
を
明

確
に
す
る
た
め
の
総
合
的
・
長
期
的
な
計
画
で
あ

り
、
市
政
に
お
け
る
す
べ
て
の
施
策
・
事
業
の
基
本

と
な
る
も
の
で
す
。
今
後
も
市
民
・
議
会
・
行
政
が

協
働
し
て
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
た
め
、
平
成

30
年
度
か
ら
の
第
２
次
八
代
市
総
合
計
画
を
策
定
し

ま
す
。

平
成
29
年
度
の
作
業

　
平
成
28
年
度
に
基
礎
調
査
と
し
て
、
市
民
ア
ン

ケ
ー
ト
、
や
つ
し
ろ
ま
ち
づ
く
り
カ
フ
ェ
（
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
）、
中
学
生
ア
ン
ケ
ー
ト
、
各
種
団
体
ヒ

ア
リ
ン
グ
を
行
い
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
基
礎
調
査
を
も
と
に
、平
成
29
年
度
は
、

学
識
経
験
者
や
市
民
の
代
表
な
ど
か
ら
な
る
策
定
審

議
会
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
な
ど
を
行
い
、
議
会

◆行財政改革推進委員会委員募集
　市では、第 3 次行財政改革大綱の策定
にあたり、行財政改革推進委員会を開催
します。
　この大綱は、第 2 次八代市総合計画の
策定に合わせて策定するもので、行財政
改革について、市民の視点で自由な意見
を頂くため委員を募集します。

募集人員　2 人
任　　期　3 年（委嘱の日から平成 32 年
　　　　　 3 月 31 日まで）
委員会開催　
　平成 29 年度は、5 回程度（平日昼間）
応募資格　
　市内に住所を有する 20 歳以上の人
応募方法　
　本庁仮設庁舎、各支所・コミュニティ
センターや市ホームページに掲載してあ
る応募申込書に、必要事項と応募した理
由（400 字以内）を記入し、企画政策課
へ申し込み。
※書類は返却しませんのでご了承ください。
応募期間　
　5 月 1 日 ( 月 ) ～ 22 日（月）（必着）
選考方法　応募書類による選考

の
議
決
を
経
て
策
定
さ
れ
ま
す
。

　
策
定
の
過
程
は
、
随
時
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な

ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

総
合
計
画
の
構
成

　
２
つ
の
柱
で
構
成
さ
れ
ま
す
。

◆
基
本
構
想

　
本
市
の
将
来
の
都
市
像
を
描
く
も
の
で
す
。

　（
期
間
　
８
年
）

◆
基
本
計
画

　
基
本
構
想
で
示
さ
れ
た
都
市
像
を
実
現
す
る
た
め

　
の
施
策
を
定
め
る
も
の
で
す
。

　（
期
間
　

前
・
後
期
各
４
年
）

第
２
次
八
代
市
総
合
計
画
策
定

　
問
合
せ

　企
画
政
策
課
☎
33
４
１
０
４

◆
総
合
計
画
策
定
審
議
会
委
員
募
集

 

　
市
で
は
、
第
２
次
八
代
市
総
合
計
画
を
策
定
す

る
に
あ
た
り
、
策
定
審
議
会
を
設
置
し
ま
す
。

　
設
置
に
あ
た
り
、
幅
広
い
視
点
で
調
査
審
議
い
た

だ
く
た
め
、
会
議
に
参
加
い
た
だ
く
委
員
を
募
集
し

ま
す
。

募
集
人
員
　
２
人

任

　
　期
　
委
嘱
の
日
か
ら
平
成
30
年
３
月
31
日
ま
で

会
議
開
催
　
年
６
回
程
度
（
平
日
昼
間
）

応
募
資
格
　
市
内
に
住
所
を
有
す
る
20
歳
以
上
の
人

応
募
方
法
　
本
庁
仮
設
庁
舎
、
各
支
所
・
コ
ミ
ュ
ニ

　
　
　
　
　
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

　
　
　
　
　
掲
載
し
て
あ
る
応
募
申
込
書
に
、
必
要

　
　
　
　
　
事
項
と
応
募
し
た
理
由
（
４
０
０
字
以

　
　
　
　
　
内
）
を
記
入
し
、
企
画
政
策
課
へ
申
し

　
　
　
　
　
込
み
。

※
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

応
募
期
間
　
５
月
１
日
㈪
～
22
日
㈪
（
必
着
）

選
考
方
法
　
応
募
書
類
に
よ
る
選
考

第
２
次
八
代
市
総
合
計
画
策
定
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